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報告資料 

 

墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況（令和６年度） 

 

１ 事業内容等の変更があった事業（７事業） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援 

事業名 担当課・機関 
事業内容 

変更理由等 
変更後 変更前 

オリンピック・パラリ

ンピック教育推進事

業 

指導室 

東京 2020大会の経験を通じ、掛け替

えのないレガシーを幼児・児童・生徒

一人ひとりの心に残します。また、幼

児・児童・生徒がオリンピック・パラ

リンピックの歴史・意義を正しく理解

することで、多様性を尊重し、共生社

会の実現や国際社会の平和と発展に

貢献できる人材に育つことを目指し

ます 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会を、幼児・児童・生徒にとってま

たとない重要な機会と捉え、幼児・児童・

生徒がオリンピック・パラリンピックの歴

史・意義を正しく理解することで、多様性

を尊重し、共生社会の実現や国際社会の平

和と発展に貢献できる人材に育つことを

目指します。また、東京 2020 大会の経験

を通じ、掛け替えのないレガシーを幼児・

児童・生徒一人ひとりの心に残します。 

開催から年月が経っている中、「ま

たとない重要な機会と捉え」と言

う言い回しが、進行形に捉えられ

るため。各校が大会のレガシーを

大切にしていることを強調するた

め。 

学校防災活動の推進 防災課 

「墨田区地震ガイドブック」を作成・

配布し、災害時に中学生が自ら身の安

全を守るとともに、地域の一員として

応急活動に取り組むことができるよ

う支援します。また、中学生で組織さ

れる自主防災組織の活動に必要な資

材・機材の交付をします。 

「防災に関するガイドブック」を作成・配

布し、災害時に中学生が自ら身の安全を守

るとともに、地域の一員として応急活動に

取り組むことができるよう支援します。ま

た、中学生で組織される自主防災組織の活

動に必要な資材・機材の交付をします。 

令和５年度に各種防災に関するガ

イドブックを「墨田区地震ガイド

ブック」一冊に統合したため。 

【変更前】雇用・就労

支援サイト「ジョブす

みだ」の運営 

【変更後】（仮称）す

みだ企業・求人マッチ

ング支援サイト 

経営支援課 

求人情報や内職情報をインター ネットで検索・閲覧できるようにし、求職活動者

がいつでも手軽に求職情報を閲覧できる環境を整備することで、雇用・就労の促

進を図ります。 

令和７年度、別サイトと統合し、

名称を変更するため。 
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基本方針２ 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備 

事業名 担当課・機関 事業内容 変更理由等 

すみだまつり・こど

もまつりでの PR 活

動 

地域教育支援課 

青少年の非行・被害防止・健全育成についての現況、対策及び育成委員会活動について、

すみだまつりの会場（錦糸公園）でチラシ等を配布するなど、青少年の非行・被害防止

の活動ＰＲと意識啓発を図ります。 

令和５年度以降、青少年育成委員

会によるすみだまつり・こどもま

つりの出展を見合わせているた

め。 

 

基本方針３ 困難を有する子ども・若者やその家族への支援 

事業名 担当課・機関 
事業内容 

変更理由等 
変更後 変更前 

スクールサポート

センター事業 

【変更前】 

 指導室 

【変更後】 

 教育センター 

スクールサポートセンターにおいて相談を行い、早期対応ときめ細やかな支援を実施す

ることで、不登校や問題行動、子育てに関する問題など、多様化する健全育成上の課題

を解決し、児童・生徒が有意義で充実した学校生活が送れるようにします。 

教育センターの新設に伴い、所管

が変更したため。 

ステップ学級運営

事業 

【変更前】 

 指導室 

【変更後】 

 教育センター 

学校に適応できない長期欠席の児童・生徒に対して、集団への適応指導や学力補充援助

等、基礎的生活習慣の育成を図ることで、長期欠席児童・生徒が自らの意思により学校

に復帰することを支援します。 

教育センターの新設に伴い、所管

が変更したため。 
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墨田区青少年健全

育成区民大会 
地域教育支援課 

こども家庭庁の主唱する「子供・若者育成

支援強調月間」に呼応して、各地区の非

行・被害防止等の啓発活動を集約し、区民

等に対し、青少年健全育成の意識の高揚を

図ります。 

内閣府の主唱する「子ども・若者育成支援

強調月間」に呼応して、各地区の非行・被

害防止等の啓発活動を集約し、区民等に対

し、青少年健全育成の意識の高揚を図りま

す。 

秋のこどもまんなか月間における

取組の一つとしてこども家庭庁で

実施しているため。 

 
２ 完了した事業（１事業） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援 

事業名 担当課・機関 事業内容 完了理由等 

合同就職面接会等の

開催 
経営支援課 

ハローワーク墨田と連携し、ハローワーク墨田所管内である葛飾区とも協力のう

え、就職面接会を開催するなど、区内等中小企業の雇用の安定と区民等求職者の

就労支援を行っています。また、区民等求職者（主に再就職希望者）を対象とし

て、就職活動支援セミナーを開催します。 

コロナ禍を経て就活の方法が変化

しており、また、令和４年度の実

績が少なかったことから、大規模

での就職面接会等の開催方法を見

直し、令和５年度以降共催事業と

しては開催していないため。 

※ハローワーク墨田で継続して実

施している。 

 


